
平成30年度 土木学会西部支部沖縄会 運営委員会･総会 
 

日時：平成３０年 ７月１２日(木)  

運営員会：16時00分～16時30分  

総  会：16時40分～17時10分 

場所：沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室              

 

議 事 次 第 

進行：事務局  

1. 会長あいさつ 

2. 審議内容 

 

【第1号議案】 

平成２９年度報告（案） 
① 平成２９年度 事業報告（案）             ―――― P1  

② 平成２９年度 収支決算書（案）            ―――― P28 

 

【第2号議案】 

平成３０年度事業（案） 
① 平成３０年度 主要事業計画（案）           ―――― P30  

② 平成３０年度 予算書（案）                 ―――― P32  

 

【第3号議案】 

沖縄会会長及び会計監事の選出について（案） ―――― P34  

 

【第4号議案】 

インフラメンテナンス国民会議との連携（案） ――― (別紙) 

 

3. その他 

【報告】 

沖縄会への寄付金の取り扱いについて             ―――― P38  

 

【参考資料】 

参考 1 土木学会西部支部 沖縄会 規約            ―――― P39    

〃２ 沖縄会特別会員B名簿                 ―――― P43  

〃３ 土木学会西部支部沖縄会役員名簿（平成30年度）     ―――― P44  

〃４ H29年度 土木学会西部支部沖縄会第3回幹事会議事録   ―――― P45  



【第 1 号議案】－① 

平成29年度 事業報告 

 

1． 沖縄会運営委員会（H29.7.18） 那覇市おもろまち 那覇市厚生会館 参加：１５名（委任状含む） 

2． 沖縄会定期総会 （H29.7.18） 那覇市おもろまち 那覇市厚生会館 参加：４９名（委任状含む） 

 

3． 講演会の開催  

 講演会『社会資本の整備・管理における多様な計測・ビッグデータの活用の方向性』（H29.8.29） 

  【主催：沖縄会】 

    場 所：那覇市おもろまち 沖縄県立博物館･美術館 

 

4． 技術研究発表会等  

  土木学会西部支部沖縄会 第7回技術研究発表会（H30.1.24） 参加：52名 

   【主催：沖縄会】 

    場 所：西原町 琉球大学 研究者交流会館・50周年記念会館 

 

5．広報活動 

①｢橋の日」活動（H29.8.9）金城ダム公園内・ヒジ川橋周辺  参加：93名 

【主催：沖縄会、共催：琉球大学工学部環境建設工学科、琉球大学土木同窓会、内閣府沖縄総合

事務局開発建設部、沖縄県土木建築部、沖縄県土木建築部南部土木事務所、琉大工学部環境建

設工学科土木コース(学生)、(一社)沖縄県測量建設コンサルタンツ協会】 

 

② 土木の日シンポジウム 

『島嶼地域の観光とインフラ～観光を支える魅力的な土木・建築インフラの活用』（H29.11.22）  

  【主催：沖縄の土木技術を世界に発信する会】 

    場  所：テンブスホール(那覇市ぶんかテンブス館4階) 

    参加者：約130名 

 

③『土木・社会基盤の仕事高校生向けPRポスター No.5～No.10を作成し、県立高校59校及び私立高

校4校へ配布。土木学会西部支部沖縄会のHPへ掲載 

 

  6．土木技術者の確保･育成の取組  

   ・人材確保･育成WG 西原町 琉球大学 地域創生総合研究棟 

（ＷＧ活動内容:PRポスター(No.5-10)を作成し、県立・私立高校へ配布，高校物理経論を対象

とした現場見学会および懇談会の実施，講演「物理と土木構造物との係り」開催） 

 

  8．現場見学会  

   ・高校物理経論を対処とした現場見学会および懇談会（人材確保・育成WGと連携） 

    日時：2017年8月8日(火) 13:00～17:00 

    場所：一般国道20号線(泡瀬工区)橋梁整備現場（泡瀬人工島） 

 

 9．インフラの劣化予測と残存性能の診断に関する小委員会 

   ・インフラ構造物の維持管理診断技術に関する調査研究の実施． 

    委 員：大学2名，沖総局8名，NEXCO3名，しまたて1名，民間9名，沖縄県0名 

委員会：委員会4回（10/25，12/19，2/16，2/19），幹事会2回(9/30，11/16)  
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【第 1 号議案】－① 

    活動内容：磁気を利用した非破壊検査技術検証，加速度計によるたわみ計測，劣化橋梁視察等 

 

10.その他 

幹事会 

① 第一回幹事会（H29.6.2）沖縄県庁      参加者：13名（委任状含む） 

② 第二回幹事会（H29.9.1）琉球大学工学部   参加者：18名（委任状含む） 

③ 第三回幹事会（H30.3.5）沖縄総合事務局   参加者：17名（委任状含む） 

④ 第一回幹事会（H30.6.14）沖縄県庁      参加者：19名（委任状含む） 
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平成 29 年度土木学会西部支部沖縄会 運営委員会・総会の様子 

 

日時：運営委員会 16:00～16:30，総会 16:40～17:10 

場所：那覇市厚生会館 

 

 

運営委員会 

 

 

総会 
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FAX 098-874-5301 TEL:098-879-2087 E-mail dobokuoki-jim@shimatate.or.jp

CPDS HP http://www.jsce-oki.tec.u-ryukyu.ac.jp/
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インフラの劣化予測と残存性能の診断に関する小委員会活動状況 

・磁気を利用した非破壊検査技術検証 

 
・加速度計によるたわみ計測 

 
 

・劣化橋梁視察 

 
・委員会 
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【第1号議案】-②
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【第2号議案】－① 

 

平成３０年度 主要事業計画（案） 

 

 

1. 土木学会西部支部沖縄会総会 

(１)企画内容等 

  年１回総会を開催する。 

(２)開催日時 

  平成３０年７月１２日(木) 

 

2. 講演会の開催 

（１）テーマ：土木 to the Future ～土木技術者の使命～ 

（２）内 容： 

① 特別講演 片山英資（一般社団法人ツタワルドボク 代表理事） 

② 検討中(県内講師予定) 

開催時期：平成30年9月12日（水） 14:00～17:00(予定) 

開催場所：沖縄県立博物館・美術館 講堂 

3. 講習会等の開催 

(１)企画内容等 

  講習会（CPDS／CPD）等を開催する。 

  テーマ：検討中 

(２)開催時期：調整中 

   

4. 技術研究発表会等 

(１)企画内容等 

 沖縄会、沖縄総合事務局、沖縄県合同技術研究発表会を開催し、大学、主要発注機関、コン

サルタント等から発表論文を募集し、より活性化を図る。年に１回開催する。 

(２) 開催日時 

  平成３１年１月(予定) 

(３）開催場所 

  西原町 琉球大学 

 

5. 広報活動 

（１）土木の日シンポジウム 

・土木の日（11月18日）にあわせ、土木工学に係るシンポジウムを開催。 

  ・開催日時：平成３０年１１月２１日（予定） 

  ・開催場所：那覇市 パレット市民劇場 

（２）橋の日イベント 

  ・橋の日（8月4日）にあわせ、県内橋梁の歴史調査、清掃などを行う。 

  ・開催日時：平成３０年８月３日（金） 

  ・開催場所：国道331号「糸満高架橋」 
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【第2号議案】－① 

 

（３）土木・社会基盤の仕事高校生向けPRポスター作成および配布、沖縄会HPへ掲載。 

（４）その他 

 

6. ホームページの管理・運営 

 各種事業の取組に合わせて適宜情報を提供し、広報等に活用。 

 

7. 現場見学会等 

(１)企画内容等 

 学校教員を対象とした講演会・現場見学会・意見交換会(人材確保・育成WGとの連携事業)。 

(２) 開催時期 

 平成３０年７月～９月 

(３）開催場所：検討中 

 

8. 土木技術者の確保・育成について 

 人材確保･育成ＷＧにおいて、土木技術者の確保･育成のための効果的な活動内容について、教育

機関等と引き続き協議を行い実施方法について検討を進める。 

 

9. インフラの劣化予測と残存性能の診断に関する小委員会について 

小委員会において、劣化したインフラ構造物を対象に、各種非破壊検査技術の性能検証と，技術

者の技量向上に資する調査研究を引き続き行う。 
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土木学会西部支部沖縄会人材確保・育成 WG 

WG 名 人材確保・育成 WG WG 長 神谷 大介 幹事長 宮里 宏和 

活動予定 

期間 
平成 30 年 4 月 ～ 平成 33 年 6 月 

活動目的 

沖縄県内における土木技術者の人材不足に鑑み、短期的・中長期的な人材

育成・確保が必要である。このため、短期的には人材確保のための活動、中長期

的には土木に興味・関心を持つ児童・生徒を増加させるための取り組みを行い、

上記課題の解決に資することを目的とする。さらに、土木学会教育企画・人材育

成員会とも連携し、全国的な取り組み動向についても調査する。 

メンバー構成 

琉球大学：神谷准教授（WG 長）、下里准教授、富山准教授 

(一財)沖縄県建設技術センター：試験研究部長(幹事長) 

沖縄総合事務局：技術管理官、技術管理課長 

沖縄県：技術・建設業課 建設業指導契約監 

(一社)沖縄県建設業協会：理事 

(一社)沖縄県測量設計コンサルタンツ協会：専務理事 

(一社)沖縄しまたて協会：技術環境研究所技術環境部長 

 (株)沖縄建設新聞：参与 

 

想定される 

活動内容 

① 高等学校生徒向け広報用ポスター配布 

② 学校教員を対象とした講演会・現場見学会・意見交換会 

③ 県内工業高校土木関係コース生徒向けの活動 

④ 琉球大学工学部社会基盤デザインコース学生向けの活動（講演会・現場見

学会等） 

⑤ 県内小・中学生向けの活動（キャリア教育との連携、生活・総合教育との連携

等） 

⑥ その他、人材確保・育成に関わる活動 
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【第2号議案】-②



 

 【第３号議案】 

沖縄会会長及び会計監事の選出について（案） 

○沖縄会規約第 12 条によると役員の任期は 2 カ年と規定されていることから、規約第 10

条、第 12 条及び沖縄会会長選出申し合わせ事項に基づき、新役員の選任を提案する。 

 

 ※現体制:【参考資料－３】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木学会西部支部 沖縄会 規約(抜粋) 

(役員の選任) 

第10条   役員の選任方法は、次のとおりとする。 

1.  会長および会計監事は本会に所属する会員の中から幹事会及び運営委員会の審議を経て総 

会で選任する。 

2.   副会長は会長が委嘱する。 

3.  運営委員、幹事長及び副幹事長並びに幹事は会長が委嘱する。 

(役員の職務) 

第11条   役員の職務は次のとおりとする。 

1.  会長は、会を代表し、総会及び運営委員会の議長となる。 

2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合その職務を代行する。 

3.  会計監事は、本会の会計監査を行い、総会に報告する。 

4.  運営委員は、本会に関する重要な事項について、会長の諮問に応ずる。 

5.  幹事長は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。 

6.  副幹事長は、幹事長を補佐し、必要に応じて幹事長の職務を代行する。 

7.  幹事は、幹事長及び副幹事長とともに幹事会を構成し、幹事長及び副幹事長を補佐して 

会務を執行する。 

(役員の任期) 

第 12 条  役員の任期は 2 ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。 

2)   任期中の異動等により任務の遂行が不可能となった場合、原則として前任者の所属する

機関からの推薦を受けるものとする。この場合、任期は前任者の残存期間とする。 

 

付則)     1.  この規約は平成 23 年 9 月 20 日より施行する。 

2.  初年度は会長及び会計監事を総会で選任する。 

3.  初年度は特別会員A、特別会員B を総会で承認する 

4.  この規約は平成24年7月4日より施行する。 

5. 平成29年7月18日一部改定 
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沖縄会会長選出に係る申し合わせ事項(案) 

 

第 1条 会長は、原則として下記に掲げる機関から輪番で選出するものとする。 

・琉球大学 工学部 

・内閣府 沖縄総合事務局 

・沖縄県 

第 2条 会計監事は、原則として運営委員機関から選出するものとする。(現行) 

第 2条 会計監事は、原則として運営委員機関から 2名選出するものとし、1名は，会長選

出機関，もう 1名は(一社)沖縄県測量コンサルタンツ協会，(一財)沖縄県建設技術

センター，(一社)沖縄建設業協会から輪番制で選出するものとする。(改定案) 

第 3条 副会長は、第 1条に掲げる機関のうち、会長が選出されていない機関から、会長が

委嘱することを基本とする。 

第 4条 幹事長は会長を選出している機関から、会長が委嘱することを基本とする。       

2)幹事長は副幹事長を兼ねることが出来る。 
 
第 5条 副幹事長は第1条に掲げる機関から1名ずつ選出する。 

2)次期会長選出機関は、総会・運営委員会・幹事会等に係る運営事務を担う。 
 

付則) 1.本申し合わせ事項は平成 25年 6月 25 日より施行する。 

   2.平成 29 年 7月 18日一部改定 

   3.平成 30 年 7月 12日一部改定 
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【第３号議案】
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【第３号議案】



 

H30年度 土木学会西部支部 沖縄会 役員名簿 (H30/7/1) 
※赤字が新役員案 箇所 

○ 運営委員会 

役職等  氏 名 所  属 

会   長  矢吹 哲哉 琉球大学名誉教授 

副 会 長  菊地 春海 内閣府 沖縄総合事務局 次長 

副 会 長  上原 国定 沖縄県 土木建築部 部長 

会計監事  有住 康則 琉球大学 工学部 教授 

会計監事  池村  弘 （一社）沖縄県測量建設コンサルタンツ協会 会長 

運営委員  松島 良成 沖縄県 土木建築部 土木整備統括監 

〃  中島 靖 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 部長 

〃  望月 拓郎 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 企画調整官 

〃  井上 主勇 防衛省 沖縄防衛局 調達部長  

〃  中野 拓治 琉球大学 農学部 教授 

〃  石垣 弘規 （一社）沖縄しまたて協会 専務理事 

〃  宮城 理 （一財）沖縄県建設技術センター 理事長 

〃  下地 米蔵 （一社）沖縄県建設業協会 会長 

〃  小早川 弘 （一財）港湾空港総合技術センター 沖縄支部長  

〃  座波 博史 沖縄県港湾空港建設協会 会長 

〃  与那嶺 恵伸 （一社）日本道路建設業協会 沖縄支部長 

〃  仲宗根 斉 沖縄電力(株) 送配電本部 取締役配電部長 

〃  本山 和幸 西日本高速道路㈱ 九州支社沖縄高速道路事務所 副所長  

〃  中島 啓 （独）都市再生機構 沖縄都市再生事務所 所長 

    

 

○ 幹事会 

役職等  氏 名 所  属 

幹 事 長  下里 哲弘 琉球大学 工学部 准教授 

副幹事長  須田 裕哉 琉球大学 工学部 助教 

〃  安仁屋 勉 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課長 

〃  小橋川 透 沖縄県 土木建築部 技術･建設業課長 

幹 事  神谷 大介 琉球大学 工学部 准教授 

〃  田井 政行 琉球大学 工学部 助教 

〃  安元 純 琉球大学 農学部 助教 

〃  西村 昌浩 防衛省 沖縄防衛局 調達部 土木課長 

〃  喜屋武 忠 （一社）沖縄県建設業協会 理事 

〃  神村 美州 （一社）沖縄県測量建設コンサルタンツ協会 専務理事 

〃  友寄 孝 （一社）沖縄しまたて協会 技術環境研究所 技術環境部長 

〃  宮里 宏和 （一財）沖縄県建設技術センター 試験研究部長 

〃  池原 興栄 （一財）港湾空港総合技術センター 副支部長 

〃  佐々木 秀尚 沖縄県港湾空港建設協会 副会長 

〃  伊集 朝徳 （一社）日本道路建設業協会 事務局長 

〃  川満 秀昭 沖縄電力(株) 送配電本部 配電部 配電センター長 

〃  轟 彰雄 西日本高速道路㈱ 九州支社沖縄高速道路事務所 統括課長 

〃  伊藤 浩二 （独）都市再生機構 沖縄都市再生事務所 主幹 

〃  石垣 伸 （一社）日本建設業連合会九州支部沖縄支所 支所長 
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【第３号議案】



2018 年 1 月 16 日(火) 

 

土木学会西部支部沖縄会 寄附金受け入れ方法に関する覚書 

 

1．寄附金の受け入れてとして，土木学会本部へ「土木学会公益増進資金」（指定型資金） 

（土木学会公益増進事業運営委員会規則，様式－3）として，寄附者様が使途を指定し申請

する． 

例）土木学会西部支部沖縄会の人材育成に係る事業など 

 

⇒寄附金控除受領証明書は入金を確認してから土木学会本部が寄附者様へ送る． 

 （ご送金後，証明書が欲しいことを本部へ申請する必要あり） 

 

2．その寄附金は土木学会本部にて公益増進資金として管理される．ただし，そのうち 20％

または 10％は一般型資金として計上される（下記，その他参照） 

 

3．使用者（例えば沖縄会人材確保・育成 WG）は，「土木学会公益増進資金」助成申請書（土

木学会公益増進事業運営委員会規則，様式－4）を作成し，土木学会西部支部を通して提出

する．（西部支部と事前調整が必要） 

※西部支部を通すのは，木学会公益増進事業運営委員会規則第 13 条第 2項にて，申請者は，

委員会委員長又は支部長とする．と定められているためである． 

※申請理由には，予算使用計画なども含める． 

 

4．使用者の申請が，本部に認められた場合，申請額（寄附金の 80％または 90％）が本部

から沖縄会へ配分される（沖縄しまたて協会管理）． 

 

5．使用者は，報告義務として，年度末には活動・報告（土木学会公益増進事業運営委員会

規則，様式－5）を支部へ提出する． 

 

その他： 

土木学会公益事業に係る資金に関する規則 第 5 条 3 項に，寄附金として，指定型資金

へ申請した額の 20％から 10％を一般型資金とすると定められている． 
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３．その他(報告）



土木学会西部支部 沖縄会 規約 

(名称) 

第1 条  本会は、土木学会西部支部沖縄会 (以下「本会」という) といい、土木学会西部支部ブラ 

ンチ(分会)  制度細則 (平成23 年7 月 25 日制定) に基づくものである。 

(目的) 

第 2 条 本会は、会員相互の土木技術の向上   研鑽   親睦交流、国際的視野に立った情報発信を行い、 

沖縄の自然   社会条件を踏まえた土木工学の発展と沖縄の振興および自立的発展に寄与することを目

的とする。 

(事業) 

第3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う 

1. 土木工学に関する研究発表会、講演会、見学会、視察等の実施 

2. 土木学会活動の沖縄地域への普及 広報活動 

3. 会員間の親睦に寄与する行事 

4. 土木工学に関する図書、印刷物の刊行 

5. 土木工学に関する奨励、援助 

6. 土木工学教育及び土木技術者教育への支援 

7. 土木関係資料の収集 保管 公開 

8. その他本会の目標達成のために必要な事業 

(会員) 

第4条 本会の会員は次の資格を有するもので構成する。 

1.    正規会員 

A  沖縄県内に在住するか又,県域内の土木工学にたずさわる土木学会正会員   フェロー会

員   名誉会員 

B  沖縄県内に在住する土木学会学生会員 

2.   特別会員 

A  沖縄県内に在住するか又は、沖縄県内の土木工学にたずさわり、本会の目的事業に賛

同する個人 

          B   沖縄県内に在所するか又は、沖縄県内の土木工学にたずさわり、本会の目的事業に賛同 

する団体 

特別会員は、入会後10 年迄を原則とする。 

(入会及び会費) 

第5条   特別会員に係る入会及び会費は次のとおりとする。 

1   .特別会員になろうとするものは、土木学会西部支部沖縄会細則(以下「細則」という)で定 

めるところにより入会手続きを行い、幹事会の承認を得なければならない。 

2.  特別会員は、細則(初年度は総会)において定める会費を納入しなければならない。 

3.  既納の会費は返還しない。 

(退会) 

第6条   特別会員で退会しようとする者は、所定の義務を完了した後、退会届を提出しなければな 

らない。また、特別会員の団体構成員は特別会員の退会と同時に退会したと見なす。 

【参考―１】
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(除名) 

第7条   会員が会(土木学会及び沖縄会)の名誉を傷つけまたは会の目的に反する行為をするに至 

ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。 

特別会員の団体構成員は特別会員の除名と同時に除名とする。 

(会員資格の喪失) 

第8条   前2条の場合のほか、会員は、次に該当するに至ったときは、その資格を喪失することが 

ある。また、特別会員の団体構成員は特別会員の資格喪失と同時に資格喪失とする。 

1.   第5条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。 

(役員) 

第9条 本会に次の役員を置く。 

1.  会長 1 名 

2.  副会長 2 名 

3.  会計監事 2 名 

4.  運営委員 若干名 

5.  幹事長 1 名 

6.  副幹事長 3 名 

7.  幹事 若干名 

2)  幹事長、副幹事長は運営委員と兼務することができるものとする。 

(役員の選任) 

第10条   役員の選任方法は、次のとおりとする。 

1.  会長および会計監事は本会に所属する会員の中から幹事会及び運営委員会の審議を経て総 

会で選任する。 

2.   副会長は会長が委嘱する。 

3.  運営委員、幹事長及び副幹事長並びに幹事は会長が委嘱する。 

(役員の職務) 

第11条   役員の職務は次のとおりとする。 

1.  会長は、会を代表し、総会及び運営委員会の議長となる。 

2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合その職務を代行する。 

3.  会計監事は、本会の会計監査を行い、総会に報告する。 

4.  運営委員は、本会に関する重要な事項について、会長の諮問に応ずる。 

5.  幹事長は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。 

6.  副幹事長は、幹事長を補佐し、必要に応じて幹事長の職務を代行する。 

7.  幹事は、幹事長及び副幹事長とともに幹事会を構成し、幹事長及び副幹事長を補佐して 

会務を執行する。 

(役員の任期) 

第 12 条  役員の任期は 2 ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。 

2)   任期中の異動等により任務の遂行が不可能となった場合、原則として前任者の所属する機関

からの推薦を受けるものとする。この場合、任期は前任者の残存期間とする。 

【参考―１】
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(総会) 

第13条  会長は、毎事業年度終了後、総会を開催し、また、必要に応じて臨時総会を開催する。 

2) 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

3) 総会は、次の事項について決議する。 

1.沖縄会の事業報告及び収支決算の報告 

2.沖縄会の事業計画及び予算 

3.沖縄会の規約等の制定及び改正 

4.会長、会計監事の選任 

5.その他、沖縄会運営に関する重要事項 

4) 総会は、沖縄会に所属する正規会員及び特別会員Bの1/20以上の出席をもって成立し、 出席

者の過半数の賛成で決議する。ただし、委任状を提出した者については、出席者とみなす。 

(運営委員会) 

第14条 運営委員会は、会長、副会長、運営委員および会計監事をもって構成し、議長は会長が 

これに当たる。 

2) 運営委員会は、原則として年1回以上開催することとし、会長が招集する。 

3) 運 営 委 員 会 は 、 次 の 事 項 に つ い て 決 議 す る 。   

1.  沖縄会の事業報告(案)、収支決算(案)  

2.  沖縄会の事業計画(案)及び予算(案)  

3.  会長候補者及び会計監事候補者の選出  

4.  その他、沖縄会総会の権限に属するものを除く、沖縄会運営に関する基本的事項 

4) 運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決議す

る。ただし、委任状を提出した者については、出席者とみなす。 

(幹事会) 

第15条   幹事会は、幹事長、副幹事長及びすべての幹事をもって構成し、議長は幹事長がこれに 

当たる。 

2) 幹事会は、原則として年2回以上開催するものとし、幹事長が招集する。 

3) 幹事会は、総会で承認された事業計画及び予算に基づき、会務を執行するとともに、年度途

中で発生した会務運営に関する事項の具体策を検討し、実施する。 

4) 幹事会の運営については、幹事会が別途運営細則を定める。 

5) 幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成で決議する。ただし、 委任

状を提出した者については、出席者とみなす。 

(委員会) 

第16条   会長は、第3条の事業を行うために、次の委員会を設けるものとする。また、必要があ 

るときは、原則として運営委員会の審議を経て、新たな委員会を設けることができる。 

1.  沖縄の土木技術を世界に発信する会 

2.  技術委員会 

2) 各委員会は、会長が委嘱した委員長および委員によって構成する。 

3) 各委員会の運営細則は、各委員会が別途定めるものとする。 

(事業報告、事業計画、収支決算及び予算) 

第17条   本会の事業報告、事業計画、収支決算及び予算は毎年度の当初において幹事会で作成し 

【参考―１】
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運営委員会の承認を得て総会に諮るとともに、土木学会西部支部幹事会に報告するものとする。また、西

部支部からの支援を受けようとする事業については、西部支部幹事会の承認を諮るものとする。 

(経費等) 

第 18 条   本会の経費は特別会費を徴しこれにあてるほか、西部支部からの交付金、事業 

に伴う収入および協力金による。 

(会計年度) 

第 19 条   本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

(事務所) 

第 20 条   本会の事務所は浦添市勢理客 4 丁目 18 番 1 号、(一社)沖縄しまたて協会内に 

置く。 

(規約の変更) 

第 21 条   この規約は総会の決議を得なければ変更することが出来ない。ただし、軽微な 

ものはこの限りでない。 

(その他) 

第 22 条   本会は土木学会定款、規則及び西部支部規定を遵守し活動を行うものである。 

付則)       1.  この規約は平成 23 年 9 月 20 日より施行する。 

2.  初年度は会長及び会計監事を総会で選任する。 

3.  初年度は特別会員 A、特別会員 B を総会で承認する 

4.  この規約は平成 24 年 7 月 4 日より施行する。 

5.  平成 29 年 7 月 18 日一部改定 

【参考―１】
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H29年度 土木学会西部支部 沖縄会 役員名簿 (H30/6/12) 
 

○ 運営委員会 

役職等  氏 名 所  属 

会   長  上原 国定 沖縄県 土木建築部 部長 

副 会 長  矢吹 哲哉 琉球大学名誉教授 

副 会 長  菊地 春海 内閣府 沖縄総合事務局 次長 

会計監事  松島 良成 沖縄県 土木建築部 土木整備統括監 

会計監事  下地 米蔵 （一社）沖縄県建設業協会 会長 

運営委員  有住 康則 琉球大学 工学部 教授 

〃  中野 拓治 琉球大学 農学部 教授 

〃  中島 靖 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 部長 

〃  望月 拓郎 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 企画調整官 

〃  井上 主勇 防衛省 沖縄防衛局 調達部長  

〃  池村  弘 （一社）沖縄県測量建設コンサルタンツ協会 会長 

〃  石垣 弘規 （一社）沖縄しまたて協会 専務理事 

〃  宮城 理 （一財）沖縄県建設技術センター 理事長 

〃  小早川 弘 （一財）港湾空港総合技術センター 沖縄支部長  

〃  座波 博史 沖縄県港湾空港建設協会 会長 

〃  与那嶺 恵伸 （一社）日本道路建設業協会 沖縄支部長 

〃  仲宗根 斉 沖縄電力(株) 送配電本部 取締役配電部長 

〃  上原 盛久 西日本高速道路㈱ 九州支社沖縄高速道路事務所 副所長  

〃  中島 啓 （独）都市再生機構 沖縄都市再生事務所 所長 

 

○ 幹事会 

役職等  氏 名 所  属 

幹 事 長  小橋川 透 沖縄県 土木建築部 技術･建設業課長 

副幹事長  富山 潤 琉球大学 工学部 准教授 

〃  安仁屋 勉 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課長 

〃  大湾 朝亮 沖縄県 土木建築部 技術･建設業課 技術管理班長 

幹 事  下里 哲弘 琉球大学 工学部 准教授 

〃  神谷 大介 琉球大学 工学部 准教授  

〃  須田 裕哉 琉球大学 工学部 助教 

〃  田井 政行 琉球大学 工学部 助教 

〃  安元 純 琉球大学 農学部 助教 

〃  西村 昌浩  防衛省 沖縄防衛局 調達部 土木課長 

〃  喜屋武 忠 （一社）沖縄県建設業協会 理事 

〃  神村 美州 （一社）沖縄県測量建設コンサルタンツ協会 専務理事 

〃  友寄 孝 （一社）沖縄しまたて協会 技術環境研究所 技術環境部長 

〃  宮里 宏和 （一財）沖縄県建設技術センター 試験研究部長 

〃  池原 興栄 （一財）港湾空港総合技術センター 副支部長 

〃  佐々木 秀尚 沖縄県港湾空港建設協会 副会長 

〃  伊集 朝徳 （一社）日本道路建設業協会 事務局長 

〃  川満 秀昭 沖縄電力(株) 送配電本部 配電部 配電センター長 

〃  轟 彰雄 西日本高速道路㈱ 九州支社沖縄高速道路事務所 統括課長 

〃  伊藤 浩二 （独）都市再生機構 沖縄都市再生事務所 主幹 

〃  石垣 伸 （一社）日本建設業連合会九州支部沖縄支所 支所長 

-44-

【参考－3】



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

 

 

 

2   

 

-45-

【参考－4】



 

3   

 

 

 

4   

 

 

 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   

 

 

 

 

 

 

 

-46-

【参考－4】


